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戸
こ

籍
せき

・住
じゅう

民
みん

票
ひょう

1
（1）（1）住住

じゅうじゅう

民民
みんみん

票票
ひょうひょう

　あなたの 名
な

前
まえ

、生
う

まれた年
ねん

・月
つき

・日
ひ

、住
す

んでいる 場
ば

所
しょ

などが 書
か

いてあります。 外
がい

国
こく

人
じん

については、国
こく

籍
せき

・地
ち

域
いき

、在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

、在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

なども 記
き

録
ろく

・証
しょう

明
めい

します。 印
いん

鑑
かん

登
とう

録
ろく

・国
こく

民
みん

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

・税
ぜい

金
きん

などの 基
き

本
ほん

に なります。
　次

つぎ
の 人

ひと
は、日

に
本
ほん

人
じん

と 同
おな

じように 住
じゅう

民
みん

票
ひょう

を 作
つく

ることが できます。

《《住住
じゅうじゅう

民民
みんみん

票票
ひょうひょう

を を 作作
つくつく

ることが できるることが できる人人
ひとひと

》》
① 中

ちゅう

長
ちょう

期
き

在
ざい

留
りゅう

者
しゃ

（在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

を 持
も

っている人
ひと

）
短
たん

期
き

滞
たい

在
ざい

・外
がい

交
こう

・公
こう

用
よう

の 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

以
い

外
がい

の人
ひと

で、3か月
げつ

を 超
こ

える 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

のある 外
がい

国
こく

人
じん

② 特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

③ 日
に

本
ほん

で 生
う

まれた 外
がい

国
こく

人
じん

日
に

本
ほん

で 生
う

まれた日
ひ

から 60日
にち

まで 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

がなくても 日
に

本
ほん

にいることが できます。
④ 日

に

本
ほん

の 国
こく

籍
せき

を 失
な

くした外
がい

国
こく

人
じん

国
こく

籍
せき

を 失
な

くしてから 60日
にち

まで 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

がなくても 日
に

本
ほん

にいることが できます。
⑤ 一

いち

時
じ

庇
ひ

護
ご

許
きょ

可
か

者
しゃ

、仮
かり

滞
たい

在
ざい

許
きょ

可
か

者
しゃ

※①から ⑤以
い

外
がい

の人
ひと

は 住
じゅう

民
みん

票
ひょう

を 作
つく

ることが できません。
　住

じゅう

民
みん

票
ひょう

の写
うつ

しや 印
いん

鑑
かん

証
しょう

明
めい

も 出
だ

すことは できません。

（2）（2）住住
じゅうじゅう

民民
みんみん

票票
ひょうひょう

のの写写
うつうつ

しし
　住

じゅう
民
みん

票
ひょう

に 書
か

いてあることを 証
しょう

明
めい

する 必
ひつ

要
よう

が あるときは、区
く

役
やく

所
しょ

で 住
じゅう

民
みん

票
ひょう

の写
うつ

し
を 発

はっ
行
こう

します。 必
ひつ

要
よう

なものを 持
も

って 戸
こ

籍
せき

住
じゅう

民
みん

課
か

か 各
かく

特
とく

別
べつ

出
しゅっ

張
ちょう

所
じょ
（P.23）に 申

もう
し込

こ

んで ください。

申
もう

し込
こ

むときに 必
ひつ

要
よう

なもの 必
ひつ

要
よう

なお金
かね

申
もう

し込
こ

む場
ば

所
しょ

申
もう

し込
こ

む人
ひと

の 本
ほん

人
にん

を確
かく

認
にん

できる書
しょ

類
るい
（在

ざい
留

りゅう
カ
か

ー
ー

ド
ど

、
特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

、運
うん

転
てん

免
めん

許
きょ

証
しょう

、保
ほ

険
けん

証
しょう

、パ
ぱ

ス
す

ポ
ぽ

ー
ー

ト
と

など）
1通

つう
300円

えん 戸
こ

籍
せき

住
じゅう

民
みん

窓
まど

口
ぐち

各
かく

特
とく

別
べつ

出
しゅっ

張
ちょう

所
じょ
（P.23）

※ あなたの 代
か

わりに ほかの人
ひと
〔代

だい
理
り

人
にん

〕が 申
もう

し込
こ

むことも できます。 そのときは、「委
い

任
にん

状
じょう

」と 代
だい

理
り

人
にん

の本
ほん

人
にん

を確
かく

認
にん

できる書
しょ

類
るい
（在

ざい
留

りゅう
カ
か

ー
ー

ド
ど

、特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

、運
うん

転
てん

免
めん

許
きょ

証
しょう

、保
ほ

険
けん

証
しょう

、パ
ぱ

ス
す

ポ
ぽ

ー
ー

ト
と

など）を 持
も

ってきて ください。

5第だい 章
しょう 戸

こ

籍
せ き
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5

（3）�（3）�日日
にに

本本
ほんほん

以以
いい

外外
がいがい

のの国国
くにくに

からから来来
きき

てて大大
おおおお

田田
たた

区区
くく

にに住住
すす

むとき、むとき、住住
じゅうじゅう

所所
しょしょ

がが変変
かか

わったときのわったときの手手
てて

続続
つづつづ

きき
【問

とい
合

あわせ
先
さき

】戸
こ

籍
せき

住
じゅう

民
みん

課
か

　☎ 03-5744-1185
　住

じゅう
所
しょ

の 手
て

続
つづ

きは、戸
こ

籍
せき

住
じゅう

民
みん

課
か

か 特
とく

別
べつ

出
しゅっ

張
ちょう

所
じょ
（P.23）で します。

　※ 届
とどけ

出
で

… 区
く

役
やく

所
しょ

などに 必
ひつ

要
よう

なものを 出
だ

すこと

届
とどけ

出
で

の 種
しゅ

類
るい

届
とどけ

出
で

の 期
き

間
かん

届
とどけ

出
で

に 必
ひつ

要
よう

なもの
日
に

本
ほん

以
い

外
がい

の
国
くに

からの 転
てん

入
にゅう

届
とどけ

日
に

本
ほん

に 住
す

み始
はじ

めた 
日
ひ

から 14日
にち

以
い

内
ない 在

ざい
留

りゅう
カ
か

ー
ー

ド
ど

、パ
ぱ

ス
す

ポ
ぽ

ー
ー

ト
と

、仮
かり

滞
たい

在
ざい

許
きょ

可
か

書
しょ

、一
いち

時
じ

庇
ひ

護
ご

許
きょ

可
か

書
しょ

か 特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

※ 世
せ

帯
たい

主
ぬし

との 関
かん

係
けい

を 証
しょう

明
めい

する ものが 必
ひつ

要
よう

なこ
とが あります。

中
ちゅう

長
ちょう

期
き

在
ざい

留
りゅう

者
しゃ

等
とう

になったときの
届

とどけ
出
で

中
ちゅう

長
ちょう

期
き

在
ざい

留
りゅう

者
しゃ

等
とう

になった 日
ひ

から 14
日
にち

以
い

内
ない

大
おお

田
た

区
く

以
い

外
がい

からの
転
てん

入
にゅう

届
とどけ

引
ひ

っ越
こ

しをしてから 
14日

にち
以
い

内
ない

以
い

前
ぜん

 あなたが 住
す

んでいた 区
く

市
し

町
ちょう

村
そん

から もらっ
た 転

てん
出

しゅつ
証

しょう
明
めい

書
しょ

と 世
せ

帯
たい

全
ぜん

員
いん

の 在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど
（特

とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

の人
ひと

は 特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

）

転
てん

出
しゅつ

届
とどけ

引
ひ

っ越
こ

しをする 前
まえ

世
せ

帯
たい

全
ぜん

員
いん

の 在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど
（特

とく
別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

の人
ひと

は 特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

）
※ 国

こく
民
みん

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

証
しょう

、介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

証
しょう

、乳
にゅう

幼
よう

児
じ

医
い

療
りょう

証
しょう

、後
こう

期
き

高
こう

齢
れい

者
しゃ

医
い

療
りょう

被
ひ

保
ほ

険
けん

者
しゃ

証
しょう

などを 持
も

って
いるときは、区

く
役
やく

所
しょ

に 返
かえ

して ください。
※ 続

つづき
柄
がら

を 変
か

えるときは、続
つづき

柄
がら

を 証
しょう

明
めい

するもの
と それを 日

に
本
ほん

語
ご

に翻
ほん

訳
やく

した ものが 必
ひつ

要
よう

です。

転
てん

居
きょ

届
とどけ 引

ひ
っ越

こ
しをしてから 

14日
にち

以
い

内
ない

世
せ

帯
たい

変
へん

更
こう

届
とどけ

変
へん

更
こう

があった日
ひ

から 
14日

にち
以
い

内
ない

世
せ

帯
たい

主
ぬし

との続
つづき

柄
がら

の
変
へん

更
こう

届
とどけ

※ あなたの 代
か

わりに ほかの人
ひと
〔代

だい
理
り

人
にん

〕が 申
もう

し込
こ

むことも できます。 そのときは、
「委

い
任
にん

状
じょう

」と 代
だい

理
り

人
にん

の本
ほん

人
にん

を確
かく

認
にん

できる書
しょ

類
るい
（在

ざい
留

りゅう
カ
か

ー
ー

ド
ど

、特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

、
運
うん

転
てん

免
めん

許
きょ

証
しょう

、保
ほ

険
けん

証
しょう

、パ
ぱ

ス
す

ポ
ぽ

ー
ー

ト
と

など）を 持
も

ってきて ください。
※世

せ
帯
たい

 … 同
おな

じ家
いえ

で 生
せい

活
かつ

する人
ひと

の グ
ぐ

ル
る

ー
ー

プ
ぷ

。
※世

せ
帯
たい

主
ぬし

 … 同
おな

じ家
いえ

で 生
せい

活
かつ

するグ
ぐ

ル
る

ー
ー

プ
ぷ

の 代
だい

表
ひょう

の人
ひと

。
※ 続

つづき
柄
がら

 … 家
か

族
ぞく

の間
あいだ

の関
かん

係
けい

。

第
だい
5 章
しょう
　戸

こ
籍
せき
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（4）（4）戸戸
ここ

籍籍
せきせき

関関
かんかん

係係
けいけい

のの届届
とどけとどけ

出出
でで

【問
とい

合
あわせ

先
さき

】戸
こ

籍
せき

住
じゅう

民
みん

課
か

　☎ 03-5744-1183

届
とどけ

出
で

の種
しゅ

類
るい

／期
き

間
かん

出
だ

す場
ば

所
しょ

届
とどけ

出
で

に 必
ひつ

要
よう

なもの 出
だ

す人
ひと

出
しゅっ

生
しょう

届
とどけ

生
う

まれた 日
ひ

を 含
ふく

め
て 14日

にち
以
い

内
ない

※ 「こども」について
は 第

だい
11章

しょう
を 見

み
て 

ください。（P.88）

①から ③の どれか 1つ
① 父

ちち
・母

はは
の 本

ほん
籍
せき

地
ち

② 届
とどけ

出
で

人
にん

の 所
しょ

在
ざい

地
ち

③ 子
こ

の 出
しゅっ

生
しょう

地
ち

・届
とどけ

書
しょ
（大

おお
田
た

区
く

は 1通
つう

）
・ 出

しゅっ
生

しょう
証

しょう
明
めい

書
しょ
（医

い
師
し

か 
助
じょ

産
さん

師
し

に 証
しょう

明
めい

し て
もらいます）

父
ちち

か 母
はは

（そ の 他
た

の 人
ひと

は、
相
そう

談
だん

して くださ
い）

婚
こん

姻
いん

届
とどけ

※ 「結
けっ

婚
こん

」については 
第
だい

6章
しょう

を 見
み

て くだ
さい。（P.56）

①から ②の どれか 1つ
①  夫

おっと
になる人

ひと
か 妻

つま
にな

る人
ひと

の 本
ほん

籍
せき

地
ち

②  夫
おっと

になる人
ひと

か 妻
つま

にな
る人

ひと
の 所

しょ
在
ざい

地
ち

・ 届
とどけ

書
しょ
（大

おお
田
た

区
く

は1通
つう

）
・ 必

ひつ
要
よう

な 書
しょ

類
るい

について
は 第

だい
6章

しょう
（P.56）を見

み

てください。
・ 窓

まど
口
ぐち

に 来
く

る人
ひと

の 本
ほん

人
にん

を確
かく

認
にん

できる書
しょ

類
るい
（在

ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

、 特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

、パ
ぱ

ス
す

ポ
ぽ

ー
ー

ト
と

など）

夫
おっと

になる人
ひと

、
妻
つま

になる人
ひと

協
きょう

議
ぎ

離
り

婚
こん

届
とどけ

※ 「離
り

婚
こん

」については
第
だい

6章
しょう

を 見
み

て くだ
さい。（P.57）

①から ②の どれか 1つ
① 夫

ふ う ふ
婦の 本

ほん
籍
せき

地
ち

② 夫
ふ う ふ

婦の 所
しょ

在
ざい

地
ち

・ 届
とどけ

書
しょ
（大

おお
田
た

区
く

は 1通
つう

）
・ 必

ひつ
要
よう

な 書
しょ

類
るい

について
は 第

だい
6章

しょう
（P.57）を見

み

てください。
・ 窓

まど
口
ぐち

に 来
く

る人
ひと

の 本
ほん

人
にん

を確
かく

認
にん

できる書
しょ

類
るい
（在

ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

、 特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

、パ
ぱ

ス
す

ポ
ぽ

ー
ー

ト
と

など）

夫
おっと

、妻
つま

死
し

亡
ぼう

届
とどけ

死
し

亡
ぼう

したことを 知
し

っ
た 日

ひ
から 7日

にち
以
い

内
ない

①から ③の どれか 1つ
①  死

し
亡
ぼう

した人
ひと

の 本
ほん

籍
せき

地
ち

② 届
とどけ

出
で

人
にん

の 所
しょ

在
ざい

地
ち

③ 死
し

亡
ぼう

地
ち

・ 届
とどけ

書
しょ
（大

おお
田
た

区
く

は 1通
つう

）
・ 死

し
亡
ぼう

診
しん

断
だん

書
しょ
（医

い
師
し

に 
証

しょう
明
めい

し て も ら い ま
す）

死
し

亡
ぼう

した人
ひと

の 親
しん

族
ぞく

か 同
どう

居
きょ

者
しゃ

（そ の 他
た

の 人
ひと

は、
相
そう

談
だん

して くださ
い）

死
し

亡
ぼう

届
とどけ

を 出
だ

したときに、区
く

から 埋
まい

火
か

葬
そう

許
きょ

可
か

証
しょう

を もらうことが でき
ます。

※日
に

本
ほん

以
い

外
がい

の 国
くに

で 死
し

亡
ぼう

したときは・・・
　住

じゅう
民
みん

票
ひょう

を 消
け

す 必
ひつ

要
よう

があるので、死
し

亡
ぼう

したことが わかる 証
しょう

明
めい

書
しょ

の 原
げん

本
ぽん

と、それを 
日
に

本
ほん

語
ご

に 翻
ほん

訳
やく

したものを 準
じゅん

備
び

します。 住
じゅう

民
みん

登
とう

録
ろく

のある 区
く

市
し

町
ちょう

村
そん

に 同
おな

じ 世
せ

帯
たい

の人
ひと
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が 持
も

って 行
い

きます。 手
て

続
つづ

きをします。
※ 「出

だ
す場

ば
所
しょ

」の「所
しょ

在
ざい

地
ち

」は、住
す

んでいる 場
ば

所
しょ

の ほかに、短
みじか

い時
じ

間
かん

 いた場
ば

所
しょ

を 含
ふく

みま
す。

在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

・特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

2
【問

とい
合

あわせ
先
さき

】   在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

について → 東
とう

京
きょう

出
しゅつ

入
にゅう

国
こく

在
ざい

留
りゅう

管
かん

理
り

局
きょく

　 
☎ 0570-034259 
特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

について → 戸
こ

籍
せき

住
じゅう

民
みん

課
か

　 
☎ 03-5744-1187
※ 中

ちゅう
長

ちょう
期
き

在
ざい

留
りゅう

者
しゃ

は「在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

」を、特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

は「特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

」を もらいます。

（1）（1）在在
ざいざい

留留
りゅうりゅう

に�に�関関
かんかん

する�する�手手
てて

続続
つづつづ

き、き、在在
ざいざい

留留
りゅうりゅう

カカ
かか

ーー
ーー

ドド
どど

とと特特
とくとく

別別
べつべつ

永永
えいえい

住住
じゅうじゅう

者者
しゃしゃ

証証
しょうしょう

明明
めいめい

書書
しょしょ

の�の�更更
こうこう

新新
しんしん

手手
てて

続続
つづつづ

きき
　次

つぎ
の 手

て
続
つづ

きは、すべて 出
しゅつ

入
にゅう

国
こく

在
ざい

留
りゅう

管
かん

理
り

庁
ちょう
（大

おお
田
た

区
く

に住
す

んでいる外
がい

国
こく

人
じん

は 東
とう

京
きょう

出
しゅつ

入
にゅう

国
こく

在
ざい

留
りゅう

管
かん

理
り

局
きょく

）で します。
・中

ちゅう
長

ちょう
期
き

在
ざい

留
りゅう

者
しゃ

の 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

の 変
へん

更
こう

・在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

の 更
こう

新
しん

・在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

の 更
こう

新
しん

・名
な

前
まえ

や国
こく

籍
せき

などの 変
へん

更
こう

・赤
あか

ちゃんが 生
う

まれたときの 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

　特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

の 名
な

前
まえ

・国
こく

籍
せき

の 変
へん

更
こう

、特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

の 更
こう

新
しん

については、戸
こ

籍
せき

住
じゅう

民
みん

課
か

で 手
て

続
つづ

きを します。

第
だい
5 章
しょう
　戸

こ
籍
せき
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（2）（2）在在
ざいざい

留留
りゅうりゅう

カカ
かか

ーー
ーー

ドド
どど

とはとは
　在

ざい
留

りゅう
カ
か

ー
ー

ド
ど

は、法
ほう

律
りつ

に 違
い

反
はん

していない 中
ちゅう

長
ちょう

期
き

在
ざい

留
りゅう

者
しゃ

に 対
たい

して 発
はっ

行
こう

する 証
しょう

明
めい

書
しょ

です。

　在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

には ICチ
ち

ッ
っ

プ
ぷ

が 入
はい

っています。 にせものを 防
ふせ

ぐためです。 ICチ
ち

ッ
っ

プ
ぷ

は 在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

に 書
か

いて あることの 全
ぜん

部
ぶ

 または 一
いち

部
ぶ

を 記
き

録
ろく

します。

＊ 中
ちゅう

長
ちょう

期
き

滞
たい

在
ざい

者
しゃ

とは・・・
　在

ざい
留

りゅう
管
かん

理
り

制
せい

度
ど

の 対
たい

象
しょう

になる 中
ちゅう

長
ちょう

期
き

在
ざい

留
りゅう

者
しゃ

とは、次
つぎ

の 全
ぜん

部
ぶ

に 当
あ

てはまらない
人
ひと

です。
・「3か月

げつ
」以

い
下
か

の 在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

が 決
き

まった人
ひと

・「短
たん

期
き

滞
たい

在
ざい

」の 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

が 決
き

まった人
ひと

・「外
がい

交
こう

」か 「公
こう

用
よう

」の 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

が 決
き

まった人
ひと

・ 「特
とく

定
てい

活
かつ

動
どう

」の 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

が 決
き

まった人
ひと

で、台
たい

湾
わん

日
に

本
ほん

関
かん

係
けい

協
きょう

会
かい

が 日
に

本
ほん

に置
お

いた 事
じ

務
む

所
しょ
（駐

ちゅう
日
にち

台
たい

北
ぺい

経
けい

済
ざい

文
ぶん

化
か

代
だい

表
ひょう

事
じ

務
む

所
しょ

など）か 駐
ちゅう

日
にち

パ
ぱ

レ
れ

ス
す

チ
ち

ナ
な

総
そう

代
だい

表
ひょう

部
ぶ

の 職
しょく

員
いん

や そ
の家

か
族
ぞく

・特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

・仮
かり

放
ほう

免
めん

者
しゃ

・在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

を 持
も

っていない人
ひと

①�①�在在
ざいざい

留留
りゅうりゅう

カカ
かか

ーー
ーー

ドド
どど

の�の�有有
ゆうゆう

効効
こうこう

期期
きき

間間
かんかん

　在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

には有
ゆう

効
こう

期
き

間
かん

があります。 有
ゆう

効
こう

期
き

間
かん

が 終
お

わる 前
まえ

に、東
とう

京
きょう

出
しゅつ

入
にゅう

国
こく

在
ざい

留
りゅう

管
かん

理
り

局
きょく

で 有
ゆう

効
こう

期
き

間
かん

の 変
へん

更
こう

の 申
もう

し込
こ

みを してください。
【永

えい
住

じゅう
者
しゃ

】
・16歳

さい
以
い

上
じょう

の人
ひと

・・・発
はっ

行
こう

から 7年
ねん

間
かん

・16歳
さい

未
み

満
まん

の人
ひと

・・・16歳
さい

の 誕
たん

生
じょう

日
び

まで
【永

えい
住

じゅう
者
しゃ

以
い

外
がい

】
・16歳

さい
以
い

上
じょう

の人
ひと

・・・在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

が 終
お

わる日
ひ

まで
・16歳

さい
未
み

満
まん

の人
ひと

・・・ 在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

が 終
お

わる日
ひ

か、16歳
さい

の 誕
たん

生
じょう

日
び

の どちらか 早
はや

い
日
ひ

まで

②�②�東東
とうとう

京京
きょうきょう

出出
しゅつしゅつ

入入
にゅうにゅう

国国
こくこく

在在
ざいざい

留留
りゅうりゅう

管管
かんかん

理理
りり

局局
きょくきょく

での�での�手手
てて

続続
つづつづ

きき
❶�名

な
前
まえ
、生
せい
年
ねん
月
がっ
日
ぴ
、性
せい
別
べつ
、国
こく
籍
せき
・地

ち
域
いき
の�変

へん
更
こう
届
とどけ

　結
けっ

婚
こん

などして、名
な

前
まえ

、国
こく

籍
せき

・地
ち

域
いき

が 変
か

わったときや、その他
た

 生
う

まれた年
ねん

月
がっ

日
ぴ

、
性
せい

別
べつ

が変
か

わったときは、変
か

わった日
ひ

から 14日
にち

以
い

内
ない

に 東
とう

京
きょう

出
しゅつ

入
にゅう

国
こく

在
ざい

留
りゅう

管
かん

理
り

局
きょく

に 変
へん

更
こう

届
とどけ

を 出
だ

して ください。
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❷�在
ざい
留
りゅう
カ
か
ー
ー
ド
ど
の�有

ゆう
効
こう
期
き
間
かん
更
こう
新
しん
申
しん
請
せい

　永
えい

住
じゅう

者
しゃ

の人
ひと

や、16歳
さい

未
み

満
まん

の人
ひと

で 在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

の 有
ゆう

効
こう

期
き

限
げん

が 16歳
さい

の 誕
たん

生
じょう

日
び

までの人
ひと

は、有
ゆう

効
こう

期
き

間
かん

が 終
お

わる 前
まえ

に 東
とう

京
きょう

出
しゅつ

入
にゅう

国
こく

在
ざい

留
りゅう

管
かん

理
り

局
きょく

で 手
て

続
つづ

きをしま
す。 在

ざい
留

りゅう
カ
か

ー
ー

ド
ど

の 有
ゆう

効
こう

期
き

間
かん

を 変
へん

更
こう

して ください。
　・永

えい
住

じゅう
者
しゃ

の人
ひと

・・・有
ゆう

効
こう

期
き

間
かん

が 終
お

わる 2か月
げつ

前
まえ

から 申
もう

し込
こ

むことが できます。
　・16歳

さい
未
み

満
まん

の人
ひと

で 在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

の 有
ゆう

効
こう

期
き

間
かん

が 16歳
さい

の誕
たん

生
じょう

日
び

までの人
ひと

 
　　・・・16歳

さい
の 誕

たん
生

じょう
日
び

の 6か月
げつ

前
まえ

から 申
もう

し込
こ

むことが できます。

❸�在
ざい
留
りゅう
カ
か
ー
ー
ド
ど
の再

さい
交
こう
付
ふ
申
しん
請
せい

　在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

を 失
な

くしたり、盗
ぬす

まれたり、破
やぶ

れたり、汚
よご

れて 使
つか

えなくなったと
きは、東

とう
京

きょう
出

しゅつ
入

にゅう
国
こく

在
ざい

留
りゅう

管
かん

理
り

局
きょく

に 再
さい

発
はっ

行
こう

を 申
もう

し込
こ

んで ください。 そのとき
は、次

つぎ
のことに 注

ちゅう
意
い

して ください。
・ 在

ざい
留

りゅう
カ
か

ー
ー

ド
ど

を 失
な

くしたり、盗
ぬす

まれたりしたときは、そのことを 知
し

った日
ひ

（日
に

本
ほん

以
い

外
がい

の国
くに

で 知
し

ったときは、日
に

本
ほん

に 再
ふたた

び 入
はい

った日
ひ

）から 14日
にち

以
い

内
ない

に 再
さい

発
はっ

行
こう

を 申
もう

し込
こ

んで ください。
・ 在

ざい
留

りゅう
カ
か

ー
ー

ド
ど

が とても 汚
よご

れたり、破
やぶ

れたりして 使
つか

えなくなったときは、早
はや

く 再
さい

発
はっ

行
こう

を 申
もう

し込
こ

んで ください。
※ 申

もう
し込

こ
むときに 必

ひつ
要
よう

なものなど、詳
くわ

しいことは 東
とう

京
きょう

出
しゅつ

入
にゅう

国
こく

在
ざい

留
りゅう

管
かん

理
り

局
きょく

に 
聞
き

いて ください。

印
いん

鑑
かん

登
とう

録
ろく

3
【問

とい
合

あわせ
先
さき

】戸
こ

籍
せき

住
じゅう

民
みん

課
か

　☎ 03-5744-1185
　土

と
地
ち

や 建
たて

物
もの

の 売
ばい

買
ばい

や 登
とう

記
き
〔誰

だれ
のものかを はっきりさせる手

て
続
つづ

き〕、契
けい

約
やく

を するときに
は、サ

さ
イ
い

ン
ん

の代
か

わりとして、実
じつ

印
いん

や 印
いん

鑑
かん

登
とう

録
ろく

証
しょう

明
めい

書
しょ

が 必
ひつ

要
よう

です。 そのために あなたの 
印
いん

鑑
かん
（はんこ）を 登

とう
録
ろく

します。

（1）（1）大大
おおおお

田田
たた

区区
くく

で�で�印印
いんいん

鑑鑑
かんかん

登登
とうとう

録録
ろくろく

が�できるが�できる人人
ひとひと

　大
おお

田
た

区
く

に 住
じゅう

民
みん

票
ひょう

が ある人
ひと

です。 登
とう

録
ろく

は 1
ひとり
人につき 1個

こ
です。 15歳

さい
未
み

満
まん

の人
ひと

と 成
せい

年
ねん

被
ひ

後
こう

見
けん

人
にん

は 登
とう

録
ろく

することが できません。
　成

せい
年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

と 一
いっ

緒
しょ

に 行
い

く ときは、登
とう

録
ろく

することが できます。
※ 成

せい
年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

とは、認
にん

知
ち

症
しょう

などで 判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が 低
ひく

くなった人
ひと

の 財
ざい

産
さん

を守
まも

るために、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

が 認
みと

めた 人
ひと

のことです。

第
だい
5 章
しょう
　戸

こ
籍
せき
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（2）（2）印印
いんいん

鑑鑑
かんかん

登登
とうとう

録録
ろくろく

の�の�手手
てて

続続
つづつづ

きき
　印

いん
鑑
かん

登
とう

録
ろく

の 手
て

続
つづ

きを するときは、次
つぎ

のものを 戸
こ

籍
せき

住
じゅう

民
みん

課
か

か 各
かく

特
とく

別
べつ

出
しゅっ

張
ちょう

所
じょ

（P.23）に 持
も

って行
い

き、必
かなら

ず あなたが 申
もう

し込
こ

みをします。
・住

じゅう
民
みん

票
ひょう

に 書
か

いてある 名
な

前
まえ

や 呼
よ

び名
な

の 印
いん

鑑
かん
（はんこ）

・在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

や 特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

など、本
ほん

人
にん

を確
かく

認
にん

できる書
しょ

類
るい

　登
とう

録
ろく

した人
ひと

は、印
いん

鑑
かん

登
とう

録
ろく

証
しょう

を もらうことが できます。 かかるお金
かね

は 100円
えん

です。

（3）（3）登登
とうとう

録録
ろくろく

するする印印
いんいん

鑑鑑
かんかん

の�の�条条
じょうじょう

件件
けんけん

　印
いん

鑑
かん
（はんこ）を 押

お
したときの 大

おお
きさには きまりが あります。

・一
いっ

辺
ぺん

の長
なが

さが 8ミ
み

リ
り

メ
め

ー
ー

ト
と

ル
る

の 正
せい

方
ほう

形
けい

を 超
こ

えるもの
・一

いっ
辺
ぺん

の長
なが

さが 25ミ
み

リ
り

メ
め

ー
ー

ト
と

ル
る

の 正
せい

方
ほう

形
けい

を 超
こ

えないもの
※ ゴ

ご
ム
む

でできたものなど、形
かたち

が 変
か

わりやすい はんこや 外
そと

側
がわ

に 枠
わく

がない はん
こ、大

おお
きく 欠

か
けている はんこは 登

とう
録
ろく

することが できません。

（4）（4）印印
いんいん

鑑鑑
かんかん

登登
とうとう

録録
ろくろく

証証
しょうしょう

を�を�失失
なな

くしたときくしたとき
　「印

いん
鑑
かん

登
とう

録
ろく

証
しょう

亡
ぼう

失
しつ

届
とどけ

」を 区
く

役
やく

所
しょ

に出
だ

して、もう一
いち

度
ど

 印
いん

鑑
かん

登
とう

録
ろく

をする 必
ひつ

要
よう

がありま
す。

（5）（5）印印
いんいん

鑑鑑
かんかん

登登
とうとう

録録
ろくろく

証証
しょうしょう

明明
めいめい

書書
しょしょ

を�もらうを�もらう
　各

かく
特
とく

別
べつ

出
しゅっ

張
ちょう

所
じょ
（P.23）か 大

おお
田
た

区
く

役
やく

所
しょ

本
ほん

庁
ちょう

舎
しゃ

1階
かい

 戸
こ

籍
せき

住
じゅう

民
みん

窓
まど

口
ぐち

で 申
もう

し込
こ

みを しま
す。 本

ほん
人
にん

や 代
か

わりの人
ひと

でも 申
もう

し込
こ

むことが できます。 必
かなら

ず 印
いん

鑑
かん

登
とう

録
ろく

証
しょう

を 持
も

って 行
い

きます。 かかるお金
かね

は、1通
つう

 300円
えん

です。
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5

Memo

第
だい
5 章
しょう
　戸

こ
籍
せき


